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情報通信審議会 電気通信事業政策部会 通信政策特別委員会（第７回） 

議事録 

 

1. 日時 

令和５年10月19日（木）12：00～14：00 

 

2. 開催方法 

中央合同庁舎２号館（総務省）８階 第１特別会議室/WEB会議による開催 

 

3. 出席者（敬称略） 

委員： 

山内弘隆（武蔵野大学 経営学部 特任教授）、相田仁（東京大学 名誉教授）、大谷和子

（株式会社日本総合研究所 執行役員 法務部長）、大橋弘（東京大学 副学長／公共政策大

学院 教授／大学院 経済学研究科 教授）、岡田羊祐（成城大学 社会イノベーション学部 

教授）、関口博正（神奈川大学 経営学部 教授）、長田三紀（情報通信消費者ネットワー

ク）、林秀弥（名古屋大学大学院 法学研究科 教授）、藤井威生（電気通信大学 先端ワイ

ヤレス・コミュニケーション研究センター 教授）、矢入郁子（上智大学 理工学部情報理

工学科 教授）、渡井理佳子（慶應義塾大学大学院 法務研究科 教授） 

 

ヒアリング対象者：  

・一般社団法人テレコムサービス協会   

島上純一（副会長/株式会社インターネットイニシアティブ 常務取締役ＣＴＯ）、金

山健一（政策委員長/株式会社インテック 先端技術研究所 上級プロ）、佐々木太志

（ＭＶＮＯ委員長/株式会社インターネットイニシアティブ ＭＶＮＯ事業部 ビジネス

開発部 担当部長） 

・一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会   

久保真（会長）、立石聡明（副会長） 

・一般社団法人全国消費者団体連絡会  

郷野智砂子（事務局長）、菅原清明（事務局次長） 
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総務省： 

渡辺総務副大臣、竹内総務審議官、今川総合通信基盤局長、木村電気通信事業部長、渋谷

総合通信基盤局総務課長、飯村事業政策課長、井上料金サービス課長、堀内基盤整備促進

課長、柳迫事業政策課調査官、西村事業政策課市場評価企画官 

 

4. 配付資料 

資料７－１  これまでの会合の主な意見 

資料７－２  一般社団法人テレコムサービス協会提出資料 

資料７－３  一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会提出資料 

資料７－４  一般社団法人全国消費者団体連絡会提出資料 

資料７－５  今後のスケジュール（案） 

 

5. 議事概要 

１ 開会 

２ 議題 

 （１）これまでの会合の主な意見 

 （２）関係団体へのヒアリング 

  ・一般社団法人テレコムサービス協会 

  ・一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会    

  ・一般社団法人全国消費者団体連絡会 

 （３）その他 

３ 閉会 
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開  会 

 

○山内主査  皆様、お時間ということでございます。本日もお忙しい中、お集まりいた

だきまして、誠にありがとうございます。定刻でございますので、これより通信政策特

別委員会第７回会合を開催いたします。 

 本日もウェブ会議を併用しての開催とさせていただきます。ウェブ会議での参加の方

につきましては、事前にお送りした資料を御覧いただければと思います。 

 本日は、通信政策特別委員会における議論の参考ということでございまして、一般社

団法人テレコムサービス協会副会長でいらっしゃいます、また株式会社インターネット

イニシアティブの島上常務取締役ＣＴＯ、そして、一般社団法人日本インターネットプ

ロバイダー協会の久保会長、このお二方に加えまして、一般社団法人全国消費者団体連

絡会の郷野事務局長、このお三方をお招きし、市場環境の変化に対応した通信政策の在

り方についてヒアリングを実施したいと思います。ヒアリングに御協力いただきまして、

誠にありがとうございます。 

 今日は、そちら、渡辺副大臣のお席でございますけれども、公務の関係で途中より御

参加いただけるということでございますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、前回同様ですけれども、最初にこれまでの会合で各委員、それから事業者

等の皆様から御発言いただいた意見等につきまして、事務局でまとめていただいており

ますので、これを確認していきたいと思います。御説明よろしくお願いいたします。 

 

（１）これまでの会合の主な意見 

○柳迫事業政策課調査官  それでは、資料７－１、これまでの会合の主な意見について

御説明します。 

 １ページをお開きください。まず、第６回会合の主な意見でございます。大きく３つ

の項目がございまして、１つ目が、ブロードバンドのユニバーサルサービスの提供手段

でございます。こちらは、岡田委員、オプテージ、STNetから、光ファイバだけでなく、

モバイル、ＮＴＮも検討すべきという御意見がございました。この御意見につきまして

は、３ポツ目で藤井委員から、モバイルやＮＴＮは技術革新に合わせて活用すればよい

が、現時点でＮＴＮは海外のサービスしかないことや、また、モバイルは速度が担保さ

れないが、今後どれくらいの水準で問題ないとするか議論することに加え、条件不利地
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域で安定的に接続するための技術開発を進めることが必要であるという御意見がござい

ました。 

 ２つ目の公正競争確保の在り方については、オプテージ、STNetから、設備競争の維

持を念頭に制度設計が必要という御意見がございました。この観点から、ＮＴＴ東西の

固定アクセス網を分離してインフラ会社を設立することやＮＴＴ東西の統合につきまし

ては、設備競争が後退するといった慎重な御意見がございました。 

 ５ポツ目でＡＣＣＪからは、ＮＴＴ東西の業務範囲の見直しにおいては、旧国営企業

と民間企業との間で平等な競争条件が確保されることが重要という御意見がございまし

た。 

 また、最後のポツでＡＣＣＪからは、上位レイヤーに対する規制要件は、必要以上の

ものを設けるべきではないという御意見がございました。 

 ３つ目の研究開発責務につきましては、ＡＣＣＪから、ＮＴＴの研究成果の開示責務

が緩和されることで、グローバル企業がＮＴＴと新たに提携を結ぶきっかけとなる可能

性があるという御意見がございました。 

 ２ページからが、これまでの会合の主な意見を４つの視点からまとめたものでござい

ます。前回からの変更点を中心に説明しますと、まず、２ページの１つ目の視点、通信

サービスが「全国に届く」につきましては、一定の方向性が確認された事項として、新

たに「ブロードバンドのあまねく責務」の中の２ポツ目で、不採算地域でのサービス提

供の確保のためには、技術革新、サービス品質等を考慮した上で、モバイルやＮＴＮな

ど無線技術の活用の検討が必要と記載しています。こちらにつきましては、１ページで

説明した前回の会合の主な意見をその下に載せてございます。 

 次に、３ページをお開きください。２つ目の視点、「低廉で多様」なサービスが利用

できるにつきましては、一定の方向性が確認された事項として、２ポツ目を追加してお

ります。ＮＴＴ東西の業務範囲の見直しに当たっては、移動通信事業など公正競争に重

大な影響を及ぼす業務を除くことについて検討が必要と記載しています。こちらにつき

まして、ＮＴＴからは、ＮＴＴ東西とドコモの合併は考えていない、ＮＴＴ東西の統合

も選択肢となる見直しを希望という御意見がございました。 

 ソフトバンク、ＫＤＤＩ、オプテージからは、公正競争上の観点から、移動体やＩＳ

Ｐ等への進出を妨げる業務範囲規制は引き続き必要との御意見が、ＫＤＤＩ、ソフトバ

ンク、楽天モバイル、JCOM、オプテージからは、ＮＴＴ東西とドコモの統合等による独
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占力を通じた競争事業者の排除を懸念する御意見がございました。 

 また、オプテージ、STNetからは、前回の会合の意見のとおり、ＮＴＴ東西が統合さ

れると設備競争が抑制され、競争事業者淘汰の可能性があるという御意見があったとこ

ろでございます。 

 ３ポツ目では、「制度の見直しの留意事項」として、これまで林委員から、制度の見

直しは、規律の廃止と新設を同時に進めないと空白が生じ、公正競争上の問題が大きい

という御意見がございました。この点、視点１のユニバーサルサービスの確保のところ

で類似の意見がございましたけど、視点２の公正競争の確保において、これまで林委員

の御意見について特に異論は出ていないと思いますので、一定の方向性が確認された事

項として、今回、記載しているところでございます。 

 「その他」の部分につきましては、様々な御意見が出たことを踏まえまして、これま

での項目を再構成しまして、４つに分けております。「アクセス部門の分離」、「ＮＴＴ

グループの在り方」、「ＮＴＴ持株の業務範囲」、「電気通信事業法の規律等」の４つでご

ざいます。 

 「アクセス部門の分離」につきましては、これまでＫＤＤＩ、ソフトバンク、楽天モ

バイルから、完全民営化等をするのであれば、アクセス部門の資本分離が不可欠という

御意見がありましたが、前回の会合でオプテージ、STNetから、ＮＴＴ東西の固定アク

セス部門を分離し、インフラ会社を設立すると、設備競争が減退する可能性があるとい

う御意見を追記しております。 

 また、「電気通信事業法の規律等」の最後のポツですけど、ＡＣＣＪの、上位レイヤ

ーに対する規制は、必要以上のものを設けるべきではないという御意見を追記してござ

います。 

 ４ページを御覧ください。３つ目の視点、「国際競争力」を強化するにつきましては、

一定の方向性が確認された事項として、研究成果の普及の責務については、原則開示の

運用の見直しが必要という御意見の部分で、ＮＴＴの研究成果の開示責務が緩和される

ことで、グローバル企業がＮＴＴと新たに提携を結ぶきっかけとなる可能性があるとい

うＡＣＣＪからの御意見を追記してございます。 

 以上が、これまでの会合の主な意見でございます。 

○山内主査  どうもありがとうございました。以上のような形で事務局の方でまとめて

いただきましたけれども、内容について何か御意見等ございますか。どうぞ。 
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○相田主査代理  相田でございますけれども、１ページ目の最初の項目、あるいは２ペ

ージ目の丸の３つ目、不採算地域でのサービスの提供の確保のためには云々のところに

関して、前回ちょっと時間が押していたので前回の会合の場では発言せずに、一部、書

面による質問回しにさせていただいたところもあるんですけれども、現在、動き出そう

としているいわゆるブロードバンドのユニバーサルサービス制度との関係でもって、発

言させていただきたいと思います。 

 ブロードバンドサービスを確保するための手段として、モバイル、ＮＴＮなど無線技

術の活用の検討が必要というのは、これはもう言うまでもないことでございますけれど

も、現在動き出そうとしているブロードバンドのユニバーサルサービス制度の考え方と

いうのは、モバイルのブロードバンドに関しては、放っておいても事業者さんの努力で

もって人口カバー率100％がもうできそうであると。なので、そうでない、いわゆる固

定ブロードバンドに関して、町字単位で１者提供地域の運営費等々の支援をしてあげよ

うという制度になっているわけでございますけれども、モバイルブロードバンドもこの

ユニバのうちだよと言った途端に、全国、全部競争地域ということになって、今の動き

だと、補助金がもらえそうなところであっても全部駄目ということに下手するとなりか

ねないということで、もちろんサービスの品質とか価格、モバイルブロードバンドにつ

いては、各社さん、基本的に全国一律料金ということでやっていただけているわけです

けれども、（サービスの品質とか価格）というようなことで縛るのか、あるいは、あと

今回、ヒアリングを通じて非常に印象的だったのは、固定ブロードバンドのインフラが

難視聴対策、放送サービスのためのインフラとしても非常に重要であるというような御

意見が多数聞かれたということも踏まえて、いわゆるブロードバンドのユニバーサルサ

ービスの対象とするかどうかというのは、ブロードバンドサービスの提供手段というの

とはかなり明確に分けて議論しないといけないということだと思いますので、既に２ペ

ージ目で、一定の方向性が確認された事項というのが入れられてしまったわけですけれ

ども、もちろん、繰り返しになりますけど、ブロードバンドサービスの提供手段として

モバイル無線活用というのに異論を挟むつもりは全くございませんけれども、補助金の

対象とするユニバーサルサービスにどこまで含めるかということに関しては、かなり深

い議論がまだ必要だと思うということで発言させていただきます。 

 以上でございます。 

○山内主査  ありがとうございました。事務局、何かありますか。 
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○柳迫事業政策課調査官  相田先生、ありがとうございます。相田先生の御指摘のとお

り、現行の電気通信事業法におけるブロードバンドのユニバーサルサービス制度の支援

区域の要件としましては、１者以下の提供地域であることが求められていまして、仮に

モバイルを含めた場合に、１者以下の提供地域でなくなって支援区域に該当しなくなる

といった課題もありますので、そのような場合の支援区域や支援対象をどうするかとい

う話も含めて全体を整理していく必要があると考えます。そのため、ワイヤレス固定ブ

ロードバンドの共用型やモバイルをユニバーサルサービスに位置付けるかどうかという

議論と支援区域の要件はセットで検討していく必要があると考えます。 

○山内主査  ありがとうございました。ですから、今おっしゃったようなことの視点も

含めて、この２ページのところは少し修正していただくのがいいのかなと思います。よ

ろしいですかね。ほかに御意見、いらっしゃいますか。 

 それでは、そういった修正を含めて御同意いただいたということでよろしゅうござい

ますか。 

 ありがとうございます。 

 

（２）関係団体へのヒアリング 

 

・ 一般社団法人テレコムサービス協会 

・ 一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会 

・ 一般社団法人全国消費者団体連絡会 

 

○山内主査  それでは、ヒアリングに移りたいと思います。今日も大変恐縮です、時間

が限られておりますので、恐れ入りますけれども、御発言の方に進行の管理から残り時

間の提示等をさせていただきます。５分、３分、０分で事務局より合図を出させていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、最初のヒアリング対象、テレコムサービス協会の島上様であります。島上

副会長から御説明を願いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○テレコムサービス協会（島上副会長）  ただいま御紹介いただきました、一般社団法

人テレコムサービス協会の副会長をやっております島上と申します。本日はこのような

機会を頂戴いたしまして、誠にありがとうございます。 
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 １ページ目をめくっていただいて、テレコムサービス協会の御紹介だけ簡単にさせて

いただきますと、設備を持たない旧第二種電気通信事業者の団体でして、平成６年に発

足しております。会員は、青字に書いてありますとおり、このような事業者が並んでお

りますが、事業内容としましては、電気通信事業は当然として、情報サービス業、ＩＳ

Ｐ事業、ケーブルテレビ事業など、通信からシステムインテグレーション等まで手広く

やっております。また、その中には格安ＳＩＭですとか、格安スマホに代表されるＭＶ

ＮＯ、あるいはＮＴＴ東西様から光の卸を受けて事業をやっているＦＶＮＯ事業もあり

まして、それぞれ委員会で活動をしております。 

 本日は、私に加えて、政策委員会の委員長の金山が現地で、あと、ＭＶＮＯ委員会の

委員長である佐々木がリモートで参加させていただいておりますので、質疑応答の際に

はそちらから回答させていただくこともあるかと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 １ページめくっていただいて、ここからが我々の意見となりますが、まず、情報通信

インフラの将来像及び政策の基本的方向性といったところですが、全般的な話として、

電気通信事業の特性である独占に向かいやすい構造に関する規律を継続して、公正な競

争環境の維持、健全な産業の発展及び国民の利益に資する、そういうことが必要だと考

えております。 

 また、Society 5.0の実現による安心・安全に使える高度で多様なサービスの提供に

より、さらなる経済発展や少子高齢化や地方の過疎化などの社会的課題解決を図ってい

くことが情報通信の重要な役割の一つであると考えておりまして、その中で特に移動通

信分野、こちらはSociety 5.0の実現に向けて重要な役割を担い、5GあるいはBeyond 5G

の発展が必要と考えております。 

 その中で、多種多様なＭＶＮＯがＭＮＯとの競争を通じてユースケース、あるいはソ

リューションを生み出していくことがSociety 5.0の実現に大きく寄与すると考えられ

ており、公正な競争環境の実現が必要です。特に5Gのスタンドアローンの時代において、

ＭＮＯによる積極的な機能開放を促すための制度化、あるいはＭＶＮＯが金銭を対価に

ＭＮＯ設備の共用に参加できるような枠組み、そういうものの早期実現が必要と考えて

おりまして、こちらのＭＮＯ委員会では、5G（ＳＡ）方式の時代にふさわしい仮想通信

事業者の在り方として、2019年にＶＭＮＯ構想というのを提唱しておりまして、そちら

の詳細については、御参考までに末尾の方につけさせていただいております。 



 

－9－ 

 次、３ページ目をお願いいたします。次は、情報通信インフラの整備・維持というこ

とに関しまして、ユニバーサルサービスとしてのブロードバンドサービスは、「必要な

通信性能を満たすサービス」を、「必要な地域」に、「最も効率的なコスト」で提供され

る仕組みの制度となっていることが必要であると考えています。 

 そのため、ユニバーサルサービスとするブロードバンドサービスの通信性能の最低要

件を具体的な想定用途から明確にして、これを実現するような通信形態は、提供地域に

合わせて最も効率的なコストとなるものを選択できる仕組みである必要があるのではな

いかと考えております。 

 また、現在、ブロードバンドのユニバーサルサービスとして定められているＦＴＴＨ、

ＣＡＴＶ、ワイヤレス固定ブロードバンド以外の方式のものであっても、提供先地域に

おいてその方式が必要な通信品質を満たし、なおかつ、ほかの方式と比較して効率的な

コストで提供されるものである場合には、対象から除外されない制度であることが適当

ではないかと思います。 

 多様化する、電話・ブロードバンドサービスの統合ユニバーサルサービス化によって、

利用者の利便性を損なわず、かつ運用負荷・コスト等の効率化を図る検討が必要ではな

いかと思っております。 

 なお、先ほどモバイルの話が出ておりましたが、モバイルを検討する際には、ＦＴＴ

Ｈにおいて、卸を利用するＦＶＮＯの事業者のお話が関連していましたが、モバイルに

つきましても、ＭＶＮＯという存在がありますので、検討の際には要素として加えてい

ただきたいと存じます。 

 最後に、ユニバーサルサービスの制度運用は、一般消費者にとって透明性のあるもの

であることが必要と考えております。 

 次のページが、競争ルールの整備に関する意見を述べさせていただきます。まず、電

気通信事業法とＮＴＴ法の下、電気通信市場の競争ルール整備の基礎となった固定系の

アクセス回線のボトルネック性、あるいは移動系の電波の有限希少性に大きな変化はな

いと考えておりまして、したがって、ＮＴＴ東西の地域網とＭＮＯの無線網の開放を確

保するルールの維持は引き続き必要だと考えております。 

 また、現在の競争ルールは固定系と移動系に分かれておりますが、今後、市場の統合

化が進む中、固定系と移動系の枠を超えた市場支配力の濫用が起こる可能性もあります。

ＮＴＴ法をもし大きく見直すということであれば、現在、固定系と移動系で分かれてい
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るようなドミナント規制の抜本的な見直しが必要ではないかというふうにも考えており

ます。 

 ５ページ目も競争ルールの続きになります。特に移動通信においては、有限希少な周

波数資源の有効利用の観点から、少数のＭＮＯが設備を保有する構造は引き続き避けら

れない中、依然としてＭＮＯは市場支配力を有する状況であることや、移動通信の市場

規模・契約数ともに固定通信を大きく上回る状況であることから、特に移動通信分野に

おける行為規制の重要性は今後さらに高まるものと考えております。 

 以上から、移動通信においては、現行の規律を維持するだけではなく、ＭＮＯが競争

事業者であるＭＶＮＯに対して高い交渉優位性を保持している中で、ＭＶＮＯが公正な

競争環境の下で事業展開や市場競争を行っていくためには、第二種指定事業者のうち、

特に交渉力が極めて高い事業者として、現行のＮＴＴドコモ様に加えて、ＫＤＤＩ、沖

縄セルラー、ソフトバンクの３社様に対しても禁止行為規制を早期に適用することが必

要であると考えております。 

 ６ページをお願いします。次に、移動通信市場、固定通信市場双方で、市場支配的事

業者が特定関係法人と合併又は特定関係法人から事業譲渡を受けるような場合、市場競

争に影響を及ぼすおそれがあります。市場支配的事業者が特定関係法人と合併、又は特

定関係法人から事業譲渡を受ける場合におきましては、公正な競争環境の確保のため、

ここに挙げた３点のような取組が必要であろうと考えております。 

 また、当該事業者の持つ市場支配力を踏まえれば、市場全体の競争構造に大きな影響

を与え得ることから、仮にＮＴＴ法など、現在の法制度を見直す場合においては、総務

省様による審査や検証などの事前、事後の措置を講ずることが必要不可欠ではないかと

考えております。 

 ７ページ目、お願いいたします。研究開発の推進・成果普及というところですが、全

般的なお話として、まず、国際競争力という観点で特にどの市場領域、資料の中にもネ

ットワークレイヤーですとか、プラットフォームレイヤーという話が出ておりますが、

どの競争力を創出していくのか、あるいは研究開発においてどのような視点で非開示が

必要になるか、そういうことを明確にした上で議論すべきではないかと考えます。 

 最後に、関係法制度の在り方ですが、ＮＴＴ法、あるいは電気通信事業法の見直しに

ついて、ＮＴＴの経営の自由度を高める法改正は、ＮＴＴの独占回帰を進め、公正な競

争環境が維持できず、結果として国民の利益が損なわれる懸念はあります。したがって、
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公正な競争環境を確保する観点で十分な議論が必要であると考えております。 

 以下、８ページ以降は参考資料としてつけておりますので、これにてテレサ協からの

御説明を終わります。ありがとうございました。 

○山内主査  どうもありがとうございました。質疑は最後にまとめて行いたいと思いま

す。 

 それでは、次に、日本インターネットプロバイダー協会の久保会長から御説明いただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○日本インターネットプロバイダー協会（久保会長）  日本インターネットプロバイダ

ー協会です。本日はお時間をいただきまして、ありがとうございます。本日は私、会長

の久保と、副会長の立石で説明をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 初めに、ＪＡＩＰＡについて御紹介をさせていただきます。ＪＡＩＰＡは、もともと

地域プロバイダーの団体として発足し、その後、多様な事業者が加わり、現在、設立25

年目に至っております。会員数は156社で、全国・地域のＩＳＰ、クラウド、ホスティ

ング事業者、セキュリティやインフラ構築事業者などで構成されており、通信を中核と

しつつも、昨今の通信周辺の社会課題に対処すべく、多様な事業者が参画し、業界横断

での課題への取組を進めてございます。 

 次ですが、初めにこちらに記載しておりますとおり、インターネット市場は、これま

で多くの事業者の参入と競争により品質の向上や料金の低廉化がなされ、広く普及して

きたということ。その過程で顕在化した課題については、全国・地域利用者の生の声を

伝達し、オープンで公平な環境の下、検討が行われてきたということでございますが、

今般の規制の見直しの議論で、これまで発展してきたインターネット環境に影響が出る

ことを強く懸念しております。以下、御説明申し上げます。 

 まず、電電公社時代から引き継いだ膨大な資産・公益事業を抱えたままでのＮＴＴグ

ループ完全民営化に反対ということでございます。ＮＴＴのみが有する膨大な資産を抱

えたまま規制が撤廃されるのであれば、この資産の国への返納が求められるべき。また、

ユニバーサルサービスについては、公共的見地から、ＮＴＴ東西による確保が必要とい

うことでございます。 

 次に行きまして、ユニバーサルサービスについては、情報通信審議会ブロードバンド

基盤ワーキンググループにて交付金制度が制定され、現在、その仕組みが議論されてお
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りますので、まずは、現行制度での運用・評価を行うべきと考えてございます。料金の

低廉性の担保についても、今後検討が必要と考えております。 

 また、移動体や衛星などインフラの多様化については、外国事業者に100％依存する

衛星ブロードバンドは、経済安全保障の観点からもリスクがあり、（インフラの多様化

につきましては）ＮＴＴ東西での提供方法の検討も含め、地域の実情を踏まえた検討が

なされるべきと考えてございます。 

 ユニバーサルサービスの電話につきましては、携帯電話の音声通信、緊急通報でよい

と考えますが、基地局までの光ファイバをユニバーサルアクセスで提供することが必要

と考えます。公衆電話につきましても、災害時の役割が依然大きいことから、これを維

持する方策が求められると考えます。 

 続きまして、ＮＴＴ東西の規制見直しにおける懸念につき御説明を申し上げます。冒

頭で御紹介のとおり、ＪＡＩＰＡはＩＳＰ事業を営む事業者が多く、今般の議論でこの

部分につきましては特に影響が大きいことから、本日この場で御説明をさせていただけ

ればと存じます。 

 １点目は、ＮＴＴ東西の業務区分見直しに対する懸念でございます。こちらのグラフ

は、ＦＴＴＨ市場での事業者別のシェアを示すものですが、市場におけるＮＴＴ東西の

シェアは81％と極めて大きな割合を占めてございます。この81％の内訳をサービス別に

見ますと、次のページになります。左から２つ目をその内訳としまして、ＮＴＴのフレ

ッツサービスが29％、ほかは、光サービス卸が71％でございます。その右、光サービス

卸の市場の内訳は、ＮＴＴドコモ、ぷらら、レゾナント等、ＮＴＴグループが半数とな

っており、トータルで60％をＮＴＴブランドで占めております。81％のうちの60％とい

うことで、市場の半数をＮＴＴブランドのサービスが占めているということでございま

す。 

 続きまして、これをＦＴＴＨの構造から見ますと、現在は、ＮＴＴ東西の業務区分が

限られており、図の真ん中のＩＳＰ、ＶＮＥ事業者、そこから提供を受ける右側の約

500のＩＳＰがインターネット接続を提供しております。現状では、役割分担が成立し

ており、ＩＳＰ事業者は日々、ＮＴＴ東西さんと連携しながら事業運営しているという

ことでございます。 

 ところが、この業務区分が撤廃され、この図のように、ＮＴＴ東西が直接インターネ

ット接続を提供できるようになってしまうと、ＩＳＰ市場は崩壊し、地域及び全国のＩ
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ＳＰ事業者を排除することになってしまいます。したがいまして、ＩＳＰ事業に対する

業務の禁止規制が必要ということでございます。 

 次のスライドになりますが、ＮＴＴ東西自らがＩＳＰ事業を行うことにより、構造上、

ＩＳＰの存在価値がなくなり、ＩＳＰ市場そのものが崩壊するということで、通信事業

者の経営に深刻な打撃を与えるような議論は、今般のＮＴＴ法見直しの趣旨と異なるの

ではないかということでございます。中段にあるとおり、ＮＴＴ東西が現行ＩＳＰと同

等のＩＳＰ料金を設定したとしても、ＮＴＴの強大な営業力、ブランド力による一層の

市場支配力は明確かと存じます。加えまして、地域のＩＳＰがなくなると、地域に密着

したサービスなども維持できなくなり、地域社会への影響も強く懸念されます。以上が、

業務区分見直しに対する懸念でございます。 

 ２点目は、光サービス卸の現行の規律に対する懸念でございます。まず、こちらのグ

ラフでお示ししますとおり、ＮＴＴ東西のＦＴＴＨ契約数における光サービス卸の割合

は71％と、こちらも極めて高い割合を占めているということでございます。 

 続きまして、こちらは接続と卸における制度、約款、料金、料金の適正性、禁止行為

規制、法令根拠等を比較した内容を示しておりますが、ここに記載のとおり、先ほど御

説明した市場で圧倒的な構成を占める光サービス卸の規律は、接続よりも緩いという形

になっているということでございます。 

 また、次のページで、前ページにおける料金の適正性の検証の部分ですが、こちらは、

総務省の接続料の算定等に関する研究会にて行われておりますが、評価は、ＮＴＴ東西

の自己評価をベースに行われております。お示しのスライドは研究会で当協会が申し上

げた内容の抜粋になりますが、定量的な卸料金の妥当性の検証が難しく、公正な検証と

いう点で課題を残していると考えます。 

 次のページです。以上のことから、光サービス卸は市場で圧倒的な地位を占めており、

その規模は接続より緩く、料金の検証はＮＴＴ東西の自己評価であること。また、総務

省研究会においても、必要に応じ検証を再検討すべきといった見解があるところ、今後、

卸料金の高止まりや卸関連情報等の目的外利用など、公正競争が維持されなければ事業

者の運営に大きな影響が出る懸念がありますので、光卸の規律については強化が必要と

考えてございます。なお、当協会では、光サービス卸については、接続と同等レベルで

の検証、規制がなされるべき、また、キャリアズレート化も含む接続メニュー化が検討

されるべきなどを申し上げてきたところでございます。 



 

－14－ 

 続きまして、こちらに図をお示ししておりますが、ＮＴＴ東西に、先ほどのＩＳＰ禁

止の規律がなされたとしても、ＩＳＰ事業を行っているＮＴＴドコモとＮＴＴ東西が合

併してしまうと、合併会社はＩＳＰ事業を行えることになってしまいます。したがいま

して、ＮＴＴ東西とドコモの合併についても、これを禁止する規律が必要と考えます。

あわせて、近年、ＮＴＴグループ企業の市場支配的な事業者へのＩＳＰ事業の吸収が繰

り返されており、公正な競争が保たれているのか否か、内部取引の実態は把握ができま

せんので、公平性が保たれるように検証するルールが必要であります。 

 以上ですが、まとめといたしまして、ＮＴＴ法の維持によりＮＴＴグループに対する

規律としまして、東西の業務区分におけるＩＳＰ事業の禁止、光サービス卸の接続に近

いレベルでの規律の強化、ＮＴＴ東西とドコモの合併禁止、グループ内取引監視の強化

ということでございます。 

 最後になりますが、ＮＴＴのボトルネックの設備を各社が公平に利用できることで発

展してきた通信市場において、今後も利用者の利便性向上及び事業者の健全な成長によ

る市場の持続的な発展に向け、非対称規制の整備を含めた競争環境の整備を期待したい

と存じます。 

 以上、御清聴いただき、ありがとうございました。 

○山内主査  ありがとうございました。それでは、次に、全国消費者団体連絡会の郷野

事務局長から御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○全国消費者団体連絡会（郷野事務局長）  よろしくお願いします。全国消費者団体連

絡会の郷野と申します。本日はこのような機会をいただき、ありがとうございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 資料に沿って進めてまいりたいと思います。２ページ目、お願いします。初めに、私

ども全国消費者団体連絡会を御紹介いたします。全国消費者団体連絡会は、1956年に設

立された消費者団体の全国的な連絡組織です。「消費者の権利の実現とくらしの向上、

消費者団体活動の活性化と消費者運動の発展に寄与すること」を目的として活動してお

ります。全国の会員団体が緩やかにつながりながら、消費者問題、食品の安全・表示、

環境・エネルギーなど、暮らしに関わる様々なテーマについて、国の審議会等への委員

参加やパブリックコメントの提出などを通して、消費者の立場から意見発信を進めてい

ます。また、専門家や行政などと連携し、学習活動・政策提言・立法運動に取り組んで

いる団体です。 
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 ３ページ目、お願いします。市場環境の変化に対応した通信政策の在り方に関する提

案について、私どもの意見を述べたいと思います。全体についてです。電電公社は通信

インフラの開発と整備を通して国民生活に貢献してきました。そして、技術と通信網は

国民の財産であり、ＮＴＴはその後継組織として、通信網の維持管理と研究開発に取り

組むことが大きな役割と考えます。また、研究開発の成果を市場に開放することは、国

民生活の豊かさづくりを支えるものとして期待しています。ただし、今後も消費者、利

用者の安全・安心を担保するために、ＮＴＴ法で定める公正競争を引き続きしっかり確

保するべきと考えます。 

 また、ＮＴＴ法では、政府が３分の１以上の株式を保有することを定めています。こ

のことは、ＮＴＴがユニバーサルサービスなどの公共的な役割を果たす組織であること

の証しであると考えます。固定電話の契約者が減少し、スマートフォンや携帯電話など

のモバイルが全国に広がり、取りやめるべきだなど、ユニバーサルサービスの必要性が

取り沙汰される中で、このようなＮＴＴの果たしてきた公的な役割を終わらせることを

目的としてＮＴＴ法を改正することに反対します。加えて、過疎地域でも都市部と比較

して、通信の利便性、品質、安定性、料金の平等性は確保されるべきと考えます。 

 膨張する防衛費の不足分を、政府の保有するＮＴＴ株を売却して充当する案が一部で

検討されています。そもそも国民的合意がないままでの防衛費増額は論外ですが、株式

売却で防衛費に充当することを目的にＮＴＴ法を改正するということには、改めて反対

します。 

 ４ページ目、お願いします。２、我が国の社会経済活動を支える情報通信インフラの

整備・維持の在り方についてです。ＮＴＴは電話のユニバーサルサービスを維持し提供

するという点で重要な組織です。過疎地域でも平等に通信できるブロードバンドサービ

スの提供が必要です。そして、ＮＴＴだけではなく、通信各社も同様に、ユニバーサル

サービスの一翼を担っていくべきと考えます。通信がつながらなくなることは暮らしに

多大な影響を及ぼします。ＮＴＴ１社に頼ることなく、多様な通信網の整備が必要です。 

 大規模災害などでモバイルの使用が集中して通信が途絶えた際、例えば、東日本大震

災の際、携帯電話ショップにはバッテリーの充電を求める長蛇の列ができ、携帯電話の

利用が集中してつながらないといったトラブルに巻き込まれた方も多かったと記憶しま

す。そんなときに、一定規模で配置されている公衆電話や災害時用公衆電話は、ユニバ

ーサルサービスとしての機能を発揮し、それらに助けられた方も大勢いらっしゃいます。



 

－16－ 

バッテリーの容量や使用集中での接続不能、さらには、毎年のように発生するシステム

トラブルによる通信途絶など、固定電話回線と比較してモバイル自体が不安定と言わざ

るを得ません。 

 さらに、100％の国民がモバイルを保有しているわけではありません。国が株式を保

有する会社として、モバイルだけに頼らずユニバーサルサービスを維持・強化すること

は、今さらながらにＮＴＴの重要な役割と言えます。 

 メタル回線は老朽化が進んでいると考えます。回線状況の点検を進め、メタル回線が

中心の地域など、ユニバーサルサービス維持管理の観点から、ブロードバンドへの切替

えに取り組むことが必要と考えます。それと同時に、ブロードバンドへの切替えに当た

っては、固定電話回線のみの利用者、特に高齢者に対して、代替サービスの手当ても必

要と考えます。加えて、過疎地域においても、都市部と比較して、通信の利便性、品質、

安定性、料金の平等性は確保されるべきと考えます。さらに、過疎地域は日常生活を維

持するためのデジタルの活用は都市部よりも必要不可欠になると考えます。今あるもの

を活用しつつ、光ファイバや5Gなど、現在活用できるものに置き換えていくなど検討す

るべきです。 

 ６、上記１から５を踏まえた関係法制度の在り方についてです。ＮＴＴ法にある「電

話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供を確保する責務」は

国民にとって重要であり、今後も維持していくべきと考えます。あわせて、国民の利用

する通信インフラは、電話のみからインターネット通信などに拡大しています。ＮＴＴ

法の責務の中に、電話以外の通信インフラも対象として位置付けることが望ましいです。 

 ５ページ目、お願いします。１、2030年頃に目指すべき情報通信インフラの将来像及

び政策の基本的方向性についてです。誰一人取り残さない社会づくりに向けて、情報イ

ンフラの果たすべき役割は大きくなります。さきに述べたとおり、過疎地域ではデジタ

ル通信網の整備が日常生活の維持に必要不可欠なものになることは確実だと言えます。

誰一人取り残さず、全国民の暮らしを支えるという観点からの政策検討と実行が必要で

す。 

 加えて、国民にとって、ＤＸやＩＣＴが進展する中、分かりやすい仕組みであること

や広く周知することは重要です。技術的な進歩だけが加速して情報通信インフラが複雑

化するような事態を招かぬよう、2030年の目指すべき姿について、国民の理解が進まな

い状況をつくらず、丁寧な論議をしてください。 
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 以上、御清聴ありがとうございました。 

○山内主査  どうもありがとうございました。それでは、３団体からのプレゼンが終わ

りましたので、これからは質疑応答といいますか、議論に移りたいと思います。御質問

のある方、あるいは御意見のある方は挙手をいただくか、あるいはチャット機能で発言

ありと、こういうメッセージをいただければと思います。それでは、御自由に御発言の

あります方、いかがでございますか。どなたかいらっしゃいますか。 

 大谷委員が御発言希望ということですね。大谷委員、どうぞ御発言ください。 

○大谷専門委員  ありがとうございます。３団体からの御説明、非常によく分かりまし

た。少し細かいところになりますけれども御質問をさせていただければと思います。 

 まず、テレコムサービス協会様に対して少し教えていただきたいと思うんですけれど

も、これまでやはりＭＶＮＯが利用者に手の届きやすいサービスの価格形成ということ

で大きく寄与いただいておりますし、また、ＩｏＴなども含めてサービス内容の充実に

も取り組んでいただいている先進的な事業者が存在しているところだと思います。 

 冒頭のところと、かなり詳細な資料もつけていただいたんですが、フルＶＭＮＯの構

想につきましては、卸ではなく接続を前提としているということで資料を御用意いただ

いておりまして、そうしますと、現在の機能開放に関する電気通信事業法のルールやガ

イドラインについて、ＶＭＮＯを前提とした新たな御要請などあればお聞きしたいと思

っております。 

 また、ライトＶＭＮＯを展望した上で、卸についても、今年６月からの改定の卸のガ

イドラインの効果などについて、御意見があるようでしたらいただきたいと思います。

テレサ協様には以上でして、あと、引き続いてＪＡＩＰＡ様にも２点教えていただきた

いことがございます。 

 資料の４ページのところで、ブロードバンドのユニバーサルサービス制度に欠けてい

る料金の低廉性を担保する仕組みに言及いただいておりますところ、やはり交付金を受

領している事業者の責務としては、都市部とほぼ同等の料金で利用可能とするようなル

ールを新設する必要があるとのお考えなのではないかなと思います。確かに御指摘のと

おり、ブロードバンドのユニバーサルサービス制度というのは、１者サービス区域で競

争が働きませんので、低廉性を担保する仕組みが確かに存在していないと思いますし、

特別支援区域でのサービスを提供する事業者は、事業の全体としては黒字であっても交

付金が支払われるということですので、料金について検討することの必要性というのは
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理解できますので、有益な御提言をいただいていると思います。 

 ただ、特別支援区域での整備促進に事業者が躊躇するというような金額であっても困

るなと思って、バランスを取ることが必要だと思うんですけれども、どのような制度を

イメージしていらっしゃるか御意見を聞かせていただきたいと思います。 

 そして、資料の11ページのところです。地域らしさを生かしたサービスという御説明

をいただいております。ＩＳＰのサービスにおいて、地域らしさというのはどういうふ

うに理解すればいいのかといったことについて教えていただければと思います。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○山内主査  ありがとうございました。それでは、テレサ協からお願いいたします。 

○テレコムサービス協会（島上副会長）  テレサ協でございます。フルＶＭＮＯの件と、

あと卸の見直しに関する効果の件、御質問いただきましてありがとうございます。今回、

ＭＶＮＯ委員会の委員長の佐々木が同席しておりますので、本件、佐々木の方から御回

答申し上げます。 

○テレコムサービス協会（佐々木委員長）  ＭＶＮＯ委員会の佐々木です。御質問を２

点いただいておりますけれども、それぞれ回答いたします。 

 まず、フルＶＭＮＯは接続を前提としているということで、現在の事業法に対するフ

ルＶＭＮＯ関連の要請はというところですけれども、御認識のとおり、接続につきまし

ては事業法、また第二種接続利用規則等の事業法の関連の法令、これらが改正されると

いうことが最終的に必要になると考えております。現在、フルＶＭＮＯに関して、個社

間の協議というものがどこまで進んでいるかというところは、完全にテレコムサービス

協会、事業者団体として把握できている状況ではないものの、具体的な議論が進んだ場

合には、それらの接続協議の結果を法令的に担保するための必要な法令改正というもの

は必要になると考えておりまして、これは具体的に課題が見えてきた段階で、改めて研

究会また審議会等、必要とされる法令改正の内容に合わせて、また御議論を頂戴すると

いうことになると考えています。 

 また、２点目の質問のライトＶＭＮＯの方ですけれども、こちらは電気的設備の接続

というものを伴わない、すなわち、卸によって提供されるものだということで、御認識

のとおり、こちらは卸のガイドライン等が関連をしてくるという形になっております。

現在、卸につきましては、今般の制度改正によりまして、卸提供の原則義務化、また、

卸提供に関わる情報の開示義務等について、第二種指定事業者の規律というものが強化
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されたところでして、これらの効果というものを引き続き見ていきたいと考えておりま

す。現段階で、直ちにこういったガイドラインの改正が具体的な個社間の協議にどのよ

うな影響を及ぼしているかというところについては、完全に把握できている状態ではな

いものの、こういった関連する卸の規制強化というものが各事業者の背中を押すという

ことにつながるだろうと信じておりますので、その効果を見ていきたいと考えておりま

す。 

 御説明は以上となります。 

○山内主査  それでは、ＪＡＩＰＡからお願いします。 

○日本インターネットプロバイダー協会（久保会長）  御質問いただき、ありがとうご

ざいます。最初の御質問のユニバでの料金の低廉性を担保する仕組みということでござ

いますが、こちらは今般のこの委員会の議論を拝見しておりますと、やはりブロードバ

ンドが引かれない、それから、引いても品質が保たれていない、あるいは、保たれてい

るんだけど料金が都市部と全然異なる等々、いろいろな意見が出ているというふうに理

解しております。ＪＡＩＰＡとしてこの部分に対してこうしたらいいという明確な解が

あるわけではなくて、敷設する事業者の方も営利企業であるといった面を考えると、や

はりここはいろいろ深く議論をする必要があるのではないかということで、ＪＡＩＰＡ

としては、全国・地域に参画している会員企業がおりますので、そうした方々の意見も

伺いながら、そうした議論に参加させていただければと考えてございます。 

 ２点目の、11ページの地域らしさを生かした通信サービスということでございますが、

地域のプロバイダーというのは、全部一律ではないと思いますけれども、プロバイダー

しかやっていないという事業者ではなくて、地元の企業に求められれば、サーバーもや

るし、ウェブのページも作ったりとか、あるいは工事のお手伝いをしたりとか、多面的

に提供しているという企業さんもいるんですよね。それらが全部、タリフについて料金

を全部設定してやっているかというと、そういうところだけではなくて、地域の企業と

の結びつきの中でこうした付加価値を提供している。ただ、やはりベースになるのは、

通信ビジネスあってこそのということでございますので、この通信事業、ＩＳＰ事業そ

のものというのが成り立たなくなると、そうした部分というのも提供することができな

いということになって、地域社会への影響が出るのではないかということを申し上げた

次第です。 

 以上になります。 
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○山内主査  よろしいですか。 

○日本インターネットプロバイダー協会（久保会長）  ちょっと補足いたします。 

○日本インターネットプロバイダー協会（立石副会長）  すみません、副会長の立石と

申します。よろしくお願いします。 

 まず、１点目の４ページ目の方なんですけれども、制度のイメージというのはないん

ですが、プライスキャップ的な制度というとそういうものかなと思います。あとは論理

的なパスの問題というか、ネットワーク側で工夫して安くできる方法は、それは制度に

なるのかどうか分かりませんが、御存じのように、東京から離れれば離れるほどインタ

ーネットって高くなるものですから、そういった過疎地域だとか、中山間地域における

ものについては、ネット側の工夫をすることで品質も、それから金額も一定のレベルに

抑えるということができるのではないかなと思います。そういう意味での工夫を考える

必要があると思います。 

 それから、先ほどの11ページ目、私自身が地方でプロバイダーをやっているのであれ

なんですけれども、一言で言うと、車を売る販売店は東京支社でもいいんですが、修理

はやっぱり各地方にないと、当然どうしようもないと。特に今後、セキュリティ事案に

しても、今、何とか我々も耐えてやってはいるんですけれど、今後そういう人材がこれ

以上減ってしまうと、地方で起きた本当にちょっとした障害で動かなくなったものを直

す人が、今もほぼいないんですけど、どんどんいなくなっちゃって、車の修理工場が田

舎になくなるというふうなことになりかねないので、その辺を、御存じのようにＮＴＴ

さんは、もう個人相手の窓口は地方には一切ありませんので、それも含めて、何とか地

方を維持するために必要かなと思います。 

 以上です。 

○山内主査  よろしいですかね。大谷さん、いかがですか。よろしいですか。 

○大谷専門委員  ありがとうございます。大丈夫です。 

○山内主査  ありがとうございました。 

 それでは、次に藤井委員、どうぞ御発言ください。 

○藤井専門委員  藤井でございます。各説明者に１点ずつ質問がありますので、よろし

くお願いします。 

 まず、テレコムサービス協会さんへの御質問ですが、ＲＡＮシェアリングによるフル

ＶＭＮＯというもののイメージについて説明いただいたと思うのですが、この無線部分
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がどのように運用されるのかというところを少し教えてください。無線部分は、周波数

の割当ては、ＭＮＯが持つのかＶＭＮＯが持つのかによってかなり大きな違いが出てく

るかと思うのですが、そこはＭＮＯが周波数の免許を持って、何らかの形でそのリソー

スをシェアリングするというような形を考えられているのか、それともＶＭＮＯが周波

数を取るような形を将来的にやりたいのかという、その辺りを教えていただければと思

います。 

 ２つ目は、ＪＡＩＰＡさんへの質問と、あと全国消費者団体連絡会さんも同じなので

すが、電話のユニバーサルサービスについての御説明があったかと思います。ＪＡＩＰ

Ａさんの資料の５ページのところに、電話のユニバーサルサービスは携帯電話への置き

換えが音声は可能ではないかというお話があったかと思います。この場合、現行、メタ

ルはあるものの、携帯電話エリア外のようなところが切り捨てられる可能性があるかと

思ったのですが、この辺りは音声通話についても、もう携帯電話の方で頑張るという形

で進める方がよいのか、それともまだメタル、もしくはそれ相当の何かをＮＴＴが責務

を持って継続する方がよいとお考えか、その辺りをお聞かせください。 

 全国消費者団体連絡会さんも同じ視点なんですが、ブロードバンドへの置き換えとい

う、切替えが進むという話があったかと思うんですが、このときも同じように不採算地

域でブロードバンド全てをやると、今度ユーザーへの負担金が増えてしまうなどの課題

もあるかと思うのですが、採算地域で電話のユニバーサルサービスをどのように維持す

るか、もしくは維持しなくてもいいのか、この辺りはどういう御意見をお持ちなのか教

えていただければと思います。 

 私からの質問は以上でございます。 

○山内主査  ありがとうございました。 

 それでは、順番にテレサ協からお願いします。 

○テレコムサービス協会（島上副会長）  テレサ協でございます。今の御質問もＶＭＮ

Ｏのお話ですので、ＭＶＮＯ委員会の佐々木から御回答いたします。 

○テレコムサービス協会（佐々木委員長）  ＭＶＮＯ委員会の佐々木です。御質問いた

だいたＲＡＮシェアリングのところの周波数の割当てということですけれども、９ペー

ジ目の絵にありますとおり、ＲＡＮの部分については、基本的にこれはＭＮＯ様の設備

ということを想定して考えておりますので、今の御質問の中で、周波数の割当てはＭＮ

Ｏ側なのかＶＭＮＯ側なのかという御質問については、ＭＮＯ側の周波数を利用する一
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形態としてこういったビジネスの方法を考えているという御回答になります。 

 なお、10ページ目を見ていただければと思うんですけれども、フルＶＭＮＯの構想そ

のものには、ＭＮＯの持つ5GのＲＡＮを有効に使っていくという観点のほかに、こうい

ったＲＡＮシェアリングの機能を有する、すなわちコア設備を完全に有するというＶＭ

ＮＯは、その他のネットワークも含めた様々なネットワークを利活用し得る立場にある

と考えておりまして、この絵は2020年の絵ですので、その他の無線のところとして、ロ

ーカル5G、Ｗｉ－Ｆｉ、ＬｏＲａ等々というふうに書いておりますけれども、まさに今

年御議論いただいたようなミリメートル波の割当てみたいなものも受けつつ、様々な無

線リソースを並行的に活用するヘテロジニアスネットワークといったものも視野に考え

ていると。これが第一ということではないんですけれども、様々なネットワーク資源を

生かし得る立場になるのではないかと考えているところでございます。 

 御回答としては、以上になります。 

○山内主査  ありがとうございました。 

 それでは、ＪＡＩＰＡからお願いします。 

○日本インターネットプロバイダー協会（立石副会長）  御質問の件ですけれども、お

っしゃるとおりで、何らかの形でまずは残す必要があるだろうと。というのは、１つは、

スマホのバッテリーを皆さん、いつもいつも充電しているわけではないということと、

災害時間が長くなると、どうしても音声通話というのは必要じゃないかということです。

それと、時間をかけてやらないと、すぱっと切っちゃって大丈夫ですかというのはやっ

ぱりあって、携帯電話を使う習慣というのはないとはいえ、やはり災害時に今でもいろ

んなところで地震が起きると使っていらっしゃる方がいらっしゃるということをお聞き

しますので、そこはメタルじゃなくてもいいんですけれども、何らかの形で残すという

ことが、最後の72時間を超えた場合なんかは特にどうにかしなきゃいけないと考えてお

ります。 

 以上です。 

○山内主査  それでは、消費者団体連絡会、お願いいたします。 

○全国消費者団体連絡会（郷野事務局長）  御質問ありがとうございました。私どもも、

ユニバーサルサービスの維持管理の観点から、ブロードバンドへの切替えに取り組むこ

とが必要と考えております。ただ、ブロードバンドへの切替えに当たりましては、固定

電話回線のみの利用者の方、先ほども申し上げましたけれども、高齢者の方などがおり
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ますので、そこに対しては代替サービスの手当てなど、メタルじゃなくてもいいのかも

しれませんが、何か代替サービスの手当てがあるといいと考えております。 

 以上です。 

○山内主査  藤井委員、よろしいですか。 

○藤井専門委員  ありがとうございます。分かりました。 

○山内主査  それでは、進行させていただきます。岡田委員、どうぞ御発言ください。 

○岡田委員  ありがとうございます。私は３者の皆様に１つずつ御質問させていただけ

ればと思います。 

 最初に、テレコムサービス協会様ですが、今までの質問とも一部重なるのですが、い

わゆるＲＡＮシェアリングとかフルＶＭＮＯということに関わる質問なんですけれども、

具体的にこれをどう実現していくかというときに、ＭＮＯさんとの間でいろんな機能で

あるとか、あるいは設備であるとか、いろんなものの共用についていろいろ交渉が必要

になってくると。また、そのためにはいろんな機能のアンバンドリングのようなことを

ＭＮＯさんにいろいろ御協力していただくとか、いろんなことが必要になるのかなとい

うことを想像するんですけれども、その際に、そのようなことを担保する仕組みとして

どのようなことをお考えなのか。禁止行為規制とかＭＮＯさんの範囲を広げるとかとい

うような御提案がありましたけれども、具体的にそういうアンバンドリング規制のよう

なことを何かイメージされているのか。また、どうすればそのようなことがより迅速に

実現可能になるのか。そのようなことについて、今までの質問と重なって恐縮ですが、

もう少し教えていただければと思います。これが１点目です。 

 それから２点目、ＪＡＩＰＡさんに御質問させていただきたいんですが、地域の実情

を踏まえた検討が必要であるというお話を４ページですかね、いただいたかと思います。

ブロードバンドのユニバーサルサービス制度として、例えば今は暫定的でしょうけれど

も、下り30Mbpsでとか、そういう名目でとかいうようなお話が、機能的なところでいろ

いろこれからまた議論されていくのかもしれませんけれども、そういう全国一律で交付

金制度を踏まえて制度設計していくという検討がこれからされるわけですけれども、そ

の際のブロードバンドの提供手段ですね、この資料では、離島・山間地等では、衛星と

か移動体通信は適切でないという趣旨のような御説明があったかと思いますけど、じゃ

あ、具体的なブロードバンドの提供手段はどうあるべきかということについて、もう少

し御意見をいただければと思います。これが２点目です。 
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 ３点目、消費者団体連絡会様への質問も今の質問と重なるのですが、モバイルとかＮ

ＴＮなど、いろんな提供手段があり得るという話があるわけですが、具体的なブロード

バンドの提供手段についてどのようにお考えになっているのかと。お話の中では、スラ

イド資料にはなかったんですが、ＮＴＴ１社に頼ることなくというようなお話もありま

した。また、過疎地域で平等に推進できるブロードバンドの提供が必要だというような、

こういう御意見もございました。具体的なブロードバンドの提供手段というものをどの

ようにお考えかということについて御意見をお聞かせいただければと思います。 

 私からは以上です。 

○山内主査  ありがとうございました。 

 それでは、順番にテレサ協からお願いいたします。 

○テレコムサービス協会（島上副会長）  テレサ協でございます。こちらにつきまして

も、ＭＶＮＯ委員会委員長の佐々木より御回答申し上げます。 

○テレコムサービス協会（佐々木委員長）  いただいた御質問、RANシェアリング、フ

ルＶＭＮＯを具体的に、迅速に、どのように実現をしていくのかという御質問であるか

と思っております。 

 まず、このＲＡＮシェアリングという仕組みそのものは、一部のＭＮＯさん、もう既

に4Gのネットワークにおいて、例えばＭＮＯさんの4G、ＬＴＥのネットワークと、その

子会社である全国ＢＷＡ事業者さんのネットワークでＲＡＮシェアリングをすると。こ

ういったような形で、4Gの世界の中で既に実現をしている技術だと考えております。 

 また、広く言えば、例えば楽天モバイル社におけるＫＤＤＩ社のネットワークの国内

ローミング、これも一つのＲＡＮシェアリングの形態であると考えておりますし、また、

今、ＭＮＯ４社の中で議論が進んでおります非常時ローミング、こういった仕組みを複

数のＭＮＯのコアネットワークがそれぞれ無線の世界で乗り入れているということで、

これらも広く言えば全てＲＡＮシェアリングという中に入っていくのかなと思っており

ます。 

 このような取組というものは、それぞれ卸であったり接続であったりというところは

あるかと思っておりますけれども、こういった取組がどんどん進んでいくことで、具体

的にどこのインターフェースをどのように開放していけばよいのか。その際の技術であ

ったりとか、また場合によっては、番号制度用の立てつけであったりということにどの

ような課題があるかということについては、現在こういった様々な取組が進んでいく中
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で、一つ一つ今、明らかになっているところだというふうに理解をしております。 

 これらの取組の中に、現実に今、ＭＶＮＯが関与しているということはないものです

から、じゃあ、それらの取組の成果によってどのような課題が具体的に存在するのかと

いうところは、実際まだ我々の立場からすると、カーテンの向こう側で議論がされてい

るという状況だと思っておりますけれども、例えば非常時ローミング等については、こ

の後、ＭＶＮＯも含めた議論が必要だということで第２次報告書の取りまとめをいただ

いているところでございますので、そういった技術的な議論というものの中に、今後、

ＭＶＮＯが参画していくことで、何が具体的に課題なのか、その課題を解決するために

どのような規制の在り方が必要なのかということが具体的に見えていくのではないかと

いうところを期待しているところでございます。 

 現段階としては、回答は以上となります。 

○山内主査  それでは、消費者団体連絡会、お願いいたします。 

○全国消費者団体連絡会（郷野事務局長）  御質問ありがとうございます。私たち消費

者は技術的な知見がございませんので、何がいいかとは言えないところですけれども、

便利で使いやすく消費者にも分かりやすいものを、ＮＴＴだけではなく、ほかの通信各

社にも取り組んでいただきたいと思っております。将来は様々な技術を利用されていく

ことになると思いますけれども、早急な変化に戸惑ってしまう利用者については配慮が

必要だと考えております。その上でどういう技術がふさわしいか、専門の皆様で御検討

していただければと思っております。 

 以上です。 

○山内主査  続けて、ＪＡＩＰＡさんからお答えいただきます。お願いいたします。 

○日本インターネットプロバイダー協会（立石副会長）  副会長、立石の方から御説明

させていただきます。 

 今、ＤＸという話がいろいろ出ている中で、いきなりこれを否定するものではないと

は思っています。携帯とかほかの移動体通信、あるいは衛星も、たちまちもうほとんど

なくて困っているところがいっぱいありますので、そこはそれでいいと思うんですけれ

ども、特に二次離島なんかも私、あちこち行くんですが、やっぱり料金的な問題がある。

それは結局、パケットをずっと使い続けるとパケット料金は高くなりますし、実質的に

は遅くて使いものにならないと。いわゆる地図上でのカバー範囲には入っているんです

けれども、それほどちゃんと安定して使えるかどうか分からない。そういうようなもの
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を安定した上で使おうとすると、結局は基地局まで光ファイバが必要になりますので、

今たちまちすぐに全部光ファイバというわけではないにしても、今後いずれにしろ、5G、

6G、どんどん行く、あるいはＢＷＡなんかも今後発展していく上で、光ファイバがどう

してもその地域にとって必要になってくると思いますので、時間差といいますか、取り

あえず、まずは無線でもいいと思いますけれども、よほどの技術革新がない限り、やは

り固定の方が安定する。 

 それからもう一つは、それをメンテナンスする人材がそれぞれのところにほとんどい

ませんので、ほとんどというか見たことがないので、それを手当てする上でも、結局、

光ファイバの方がいいんじゃないかというふうなところもあってこういうふうに書かせ

ていただいているというところでございます。ありがとうございました。 

○山内主査  いかがですか、岡田委員。 

○岡田委員  結構でございます。大変ありがとうございました。 

○山内主査  ありがとうございました。 

 それでは、大橋委員、どうぞ御発言ください。 

○大橋委員  ありがとうございます。まず、ＪＡＩＰＡさんの資料11ページからなので

すが、ＩＳＰに対する弊害というところなんですけれども、消費者にメリットがある事

業者の取組が行われた場合、それは競争事業者にはマイナスになるかもしれないですが、

それでも、公正競争でないとは言えないのではないかと思っています。これが消費者に

メリットがある取組で公正ではない場合というのは、あくまで手段が不公正である、例

えばプライススクイーズがあるとか、そういうことが問題になるのかなと思っています

が、これについてコメントいただければというのが１点です。 

 それに関連して、ちょっと飛んで、同じ論点なので、テレサ協、資料７－２に関して

なんですけど、２ページ目です。独占になることが弊害だとおっしゃっていますが、あ

る意味、消費者に選択されて独占になるということが問題だというのは、消費者の選択

が問題だというふうなことと同値になってしまうので、それを問題にするよりは、独占

によって消費者の利便性が著しく損なわれるような行為、そうした不当な行為があると

いうこと自体を問題にすべきではないか。それが何なのかということがまず特定される

べきなのかなと思います。それを規律することが行為としてできないのであれば、構造

的な規律を設けるということなのかなと思うんですけれど、ちょっと消費者利便性の観

点からコメント、その点いただければと思います。 
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 他方で、自由化から相当程度時間がたつ中で、テレサ協さんの５ページ目でおっしゃ

っているような、行為規制を、ＮＴＴと相当程度競争的な事業者に成長したＭＮＯにも

拡大するんだという観点は、私はそれなりに理があるコメントかなと思います。 

 ちなみに、７－３に戻って、これはＪＡＩＰＡさんの15ページなんですけれど、卸取

引に関する規律の話なんですが、おっしゃるとおり、音声については、卸に関する問題

がある会議の中で明らかにされて、規律が検討されたという経緯があると承知していま

す。そういう意味で、光卸にもそうした問題があるということであれば、この御主張は

十分検討に値すると思うんですが、ここの辺りを改めてお伺いできればなと思います。 

 あと、７－４の資料に関してなんですが、私ども、ユニバーサルサービスというもの

が重厚に提供されることがコストなくできるのであれば、私もそれが望ましいなと思う

んですけれども、これまでユニバの在り方というのは、コスト負担のバランスの中で議

論してきた経緯があるんじゃないかと思います。そういう意味で言うと、今回、７－４

の中にコストの議論がなかったように見受けられるんですが、どの程度利用者としてコ

スト負担をするべきなのか、あるいはしてもよいのかという、これは利用者負担なのか

税金なのかというのもあると思いますが、ちょっとそこの辺りも併せてコメントいただ

ければと思っています。 

 以上です。ありがとうございます。 

○山内主査  ありがとうございます。では、まず、順番にＪＡＩＰＡさんからでよろし

いですか。 

○日本インターネットプロバイダー協会（久保会長）  はい。 

○山内主査  お願いします。 

○日本インターネットプロバイダー協会（久保会長）  御質問ありがとうございます。

最初の11ページのところでございますが、御指摘のとおり、消費者視点、利用者の視点

というところは、やはりビジネスを提供する上でまず重要かというふうに思いますけれ

ども、現状、御説明させていただいたような役割分担でＩＳＰが担っているような役割、

これが利用者にとってどういった価値、今後それがさらに利便性が提供されるというよ

うな話ですとか機会というのが出てきたら、やはりそこに対する価値のある提供の仕方

というのはしっかり議論されるべきではないかと思っていますので、そうした領域にお

ける議論というのが、今回のＩＳＰの業務範囲ということも含めて議論されるべきかな

と思います。 
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 どうしても地域の事業者とか、中には非常に経営資本として脆弱な状態で事業運営を

されているという方もいますので、そうした条件とか競争環境とかを含めて、圧倒的に

立場が弱い、そうした環境でビジネスを行っている、もしくは今回のＩＳＰの業務規制

というのが撤廃されることで、そもそもＩＳＰの存在価値というところが問われてしま

うということですので、ここについては、やはり公正競争の観点でこうした規律を設け

ることが必要ということを申し上げさせていただきました。 

 それから、15ページのところの光卸の規律ということなんですけれども、ここは研究

会の方でいろいろな議論をしながら運営をされておりまして、ＪＡＩＰＡとしては、そ

の前の14ページなんかで御説明させていただいたようなものも含めて主張しておるんで

すけれども、１つは、接続と卸というところの料金を見たときに、やっぱりそこがしっ

かり連動していくべきなんじゃないかと。 

 一方で、卸の方は、接続という以外に、卸であるがゆえのコストというのが存在する

というような議論もありまして、研究会の中では、今のＮＴＴ東西さんの主張される内

容には一定の合理性があるというふうに言われてはおりますけれども、やはり反対する

意見、それから懸念をします、そういった意見も非常に多いというところで、今後、適

宜検証していって、必要に応じて再検討すべきという見解をいただいておりますので、

ＪＡＩＰＡとしては、ここの規律については、やはりしっかり強化していくことが必要

ではないかということを申し上げさせていただきました。 

 以上です。 

○山内主査  よろしいですかね。それでは、テレサ協からお願いいたします。 

○テレコムサービス協会（島上副会長）  テレコムサービス協会でございます。大橋先

生御指摘の、独占自体がよろしくないというのではなくて、それによる害の問題である

ということに関しましては御指摘のとおりだと思っておりまして、もともと固定通信の

方は電電公社の独占というところから始まり、あるいは、移動通信も現在に至るまで、

物理的な制約からは有限希少性というのがあって寡占な状態になっていると。そういう

中で費用が高い、サービスが硬直的だといったところに競争を持ち込んで、今の電気通

信事業の競争環境というのがつくられていると。そのベースとなっているのがＮＴＴ法

と電気通信事業法ということで理解をしております。 

 そういった観点で今の法制度を大きく変えるという場合におきましては、今までのこ

の歩みというのを踏まえていろいろ御検討いただきたいというのが我々の全体的な趣旨
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でございますが、ちょっと大橋先生の御質問に答えているか分かりませんけど、コメン

トさせていただきました。 

○山内主査  大橋先生、いかがですか。 

○大橋委員  今回、せっかくの包括的な検証ということですから、そういうところも含

めてしっかり議論することが重要だというふうな御回答をいただいたのかなという認識

でおります。ありがとうございます。 

○山内主査  それでは、消費者団体の方からお答えいただきます。 

○全国消費者団体連絡会（郷野事務局長）  特にブロードバンドサービスについては、

利用者負担といっても、電話の場合と違って、番号単価で割り当てるということには課

題があると思っております。契約内容と利用料も、事業者と個人ではかなりの格差があ

る場合もあると思っております。そこを勘案しながら今後検討していただきたいと思い

ますし、国民に検討の過程を御説明いただければと思っております。 

 以上です。 

○山内主査  よろしいですかね、大橋さん。 

 それでは、次は、林委員に御発言願います。どうぞ御発言ください。 

○林専門委員  林でございます。私からは、本日のプレゼンに触発されての、コメント

でございます。２点ございますが、１点目は、公正競争上の懸念についてです。本日の

プレゼンでも、ＮＴＴ東西とドコモの合併であるとか、ＮＴＴ東西によるＩＳＰ事業の

実施などについて、非常に懸念されていることがよく分かりました。この点ＪＡＩＰＡ

さんの資料16ページの図が分かりやすいですが、この16ページの図は、ＩＳＰ等競争事

業者との競争のイコールフッティングが確立することによって、消費者にとっての料

金・サービス競争や消費者の選択肢が一定程度実現されたことを示唆するもので、これ

はＮＴＴ法の公正競争上の構造規制がこれまで機能してきたことをある意味裏打ちして

いるものであって、その意味では、地域通信と移動通信等を区分する競争上の重要性は

損なわれていないことは、この特別委員会でもあらためて確認し、特にＮＴＴ法で担保

されていた公正競争規律の在り方については、今後の意見集約に向けて集中的に検討し

ておくべきではないかと思っております。 

 なお、本日のＪＡＩＰＡさんの資料では、弱小のＩＳＰの保護という側面を強調する

あまり、それを公正競争という茫漠とした概念で包み隠すというような感じを受けなく

もないところでありまして、ＩＳＰならＩＳＰ相互間の競争によって消費者利益が促進
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されるということが大事であって、本日のプレゼン資料では、語り口が、少し事業者目

線になっていたのはやや気になるところです。 

 本日の事務局資料７－１でも、制度見直しは、規律の廃止・緩和と新設・維持を同時

に進めないと空白が生じ、公正競争上の問題が大きいという当方の発言を引用していた

だいておりますが、その文脈で申しますと、公正競争上規律の維持が必要な部分は、業

務範囲で申しますと、ＮＴＴ東西が、移動通信事業・ＩＳＰ事業等がＮＴＴ法上禁止さ

れていることは規律の維持すべきところとして、このような方向性を特別委員会として

検討あるいは確認すべきはないかと存じます。 

 ２点目はブロードバンドのユニバーサルサービス制度の話で、これもＪＡＩＰＡさん

のスライド４ページで、「ブロードバンドユニバに欠けている料金の低廉性を担保する

仕組みも今後求められる」と書かれていますが、基礎的電気通信役務については、約款

の届出規制が入っているところですが、特定電気通信役務と違って、プライスキャップ

規制のような料金規制は入っておりませんで、ましてや地方と都市部の料金格差をなく

させるような仕組みは入っていません。立石様は、さきほどプライスキャップ規制が考

えられるのではないかとおっしゃいましたが、しかし、これまで特定電気通信役務につ

いて、プライスキャップ規制に抵触したケースはありませんので、ブロードバンドを含

む基礎的電気通信役務についてプライスキャップ規制が本当にワークするかどうかは、

要検討だと思います。もしこの点について立石様、もし反論があればお願いできればと

存じますが、ただ、地方と都市部の料金格差をなくさせるような仕組みを入れること自

体は私は賛成で、そもそも交付金制度は、地方と都市部の料金格差をなくすことをもあ

る意味「期待して」貴重な政府財源を投入するわけですから、これはＮＴＴ法ではなく、

事業法の中において、料金の低廉性を担保する仕組みを考えるべきではないかと思いま

す。具体的には、適格支援対象事業者の支援要件にこのような担保措置の中身を入れる

ということも立法政策上考えられると思います。これもコメントです。 

 以上です。 

○山内主査  ありがとうございます。コメントではありますが、何かコメントがあれば。 

○日本インターネットプロバイダー協会（立石副会長）  反論ではございませんけれど

も、御意見ありがとうございます。プライスキャップ規制と言いましたけれども、結局、

御存じのように、中山間地域はお年寄りしかとは言いませんが、ほとんどなので、当然

高いと誰も使わなくなりますから、やらなくても自動的に値段が下がるということはあ
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るんですが、そこに至るまでに相当いろんな苦労をしてアフォーダブルな値段にすると

いうことが行われていて、何らかの形でその苦労に報いるような仕組みが何かできない

かなという一つの表現形式としてプライスキャップということを申し上げましたけど、

先生に対して全然反論はございませんので。 

 以上でございます。 

○山内主査  反論していただいても結構なんですが。 

○日本インターネットプロバイダー協会（久保会長）  よろしいでしょうか。すみませ

ん、ちょっと事業者寄りのというようなコメントもいただいたんですけれども、本日は

ちょっと限られた時間で、ＩＳＰの領域というのが非常に死活問題であるということで、

そこを特に申し上げたかったということで説明させていただきましたけれども、ＪＡＩ

ＰＡとしては、もちろん消費者保護とか、関係法制を遵守して利用者の利便性向上のた

めに日々取り組んでおりますので、そこの部分は御理解をいただければ幸いです。あり

がとうございます。 

○山内主査  承知いたしました。ありがとうございました。 

 ほかに。どうぞ、相田委員。 

○相田主査代理  先ほどのＪＡＩＰＡさんが答えておられたセキュリティ人材不足、こ

れについてずっと考えていたんですけれども、やっぱり利用者目線から見ると、すぐに

相談に乗ってもらえる窓口があるということが一番重要なことで、逆にセキュリティ人

材というものは、これからはセキュリティがどんどんどんどん複雑化されていくという

ことを考えると、あまり１者だけで囲い込むというよりかは、プロバイダーさんをまた

いだようなことでもってそういう技術者集団をつくるというようなことが大事なのかな

というふうな印象をちょっと持ったんですけれども、何かそういう、特にセキュリティ

人材に関して、ＩＳＰさんの方でどういうことを考えていらっしゃるのか、御紹介いた

だけることがあったら御紹介いただければと思いました。お願いいたします。 

○山内主査  お願いいたします。 

○日本インターネットプロバイダー協会（立石副会長）  ありがとうございます。我々

だけではないんですけれども、ほかのセキュリティ関係の団体さんと今お話をしている

のは、だんだんＤＸをすることによってみんな必要にはなっているんだけれども、ほぼ

ほぼ御理解がないと。だけど、じゃあ、今それで食べていけるかというと、やっぱり田

舎でセキュリティって、ほぼほぼ食べられないので、その食べる口をどうつくるかとい
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うところから始まって、資格制度なのかどうかとか、あるいはアセットマネジメントと

いう意味での自分、会社も含め、セキュリティというのをアセットマネジメントするこ

とで、それを、このパソコン大丈夫ですか、このスマホ大丈夫ですかみたいな話に国民

的運動と言うとおかしいですけれども、リテラシーを向上していただくことによって、

最低限これだけしておかないと駄目だし、もうたちまち、私、徳島なんですけれども、

例の病院の問題が起きて、大騒ぎが起きて、地域の中核病院が半年以上使えなかったと

いうことが起きていたりしますので、そういう意味では、ある意味、地方の安全保障と

しても必要だろうということで、今、本当にドラフトのドラフトですけれども、そうい

う仕組みをつくろうかなというところで動いている状況でございます。 

○山内主査  ありがとうございました。よろしいですかね。ほかにいかがでしょうか。 

 関口委員、どうぞ。 

○関口専門委員  関口でございます。ＪＡＩＰＡさんの５ページについて少し教えてい

ただきたいことがあります。電話のユニバーサルサービスについては、ここでは携帯電

話でいいんじゃないかという御指摘なんですが、現状のユニバーサルサービス基金制度

では、ワイヤレス固定電話を一部認めているわけですけれども、この御提案というのは、

全国、もう音声は携帯でいいという御指摘なのかどうかと、それから、最後の３番目の

ところについて言うと、公衆電話はまだ維持が必要なんだというお求めなんですが、こ

こと整合するのかどうか。あるいは、提供方法について検討しなさいということではあ

るんですが、メタルは維持限界を迎えているわけで、年明け早々、マイグレで光との合

わせ技の電話が始まるわけですよね。そういった中で、局給電の問題もあれば、それか

ら硬貨の収納信号を光で流せないという問題もあるしということで、公衆電話について

は、携帯電話を音声でいいと言いながらも、メタルあるいはメタルの代替措置として担

保しなければいけないか、そこら辺について少し御教授いただきたいと思います。 

○日本インターネットプロバイダー協会（立石副会長）  ちょっとこれ、説明が足りな

かったんだと思うんですが、最終的な形態として、いわゆる一般的なユニバーサル音声

に関しては携帯電話でもという話は、これはやはり時間を置いてからかなと思っていま

す。それまでに関して、今たちまち、あそこに公衆電話があったはずなのに、行ったら

なかったみたいな話が突然やってくるというのが多分まずいかなと。 

 今の中高生ぐらいが40代、50代になってきた頃には、恐らく緊急通報もそのまま携帯

でやるでしょうし、今よりもバッテリーもよくなっているでしょうしということで、そ
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んな何十年も先じゃないかもしれませんが、時間を置いてということで、下に書いてあ

るのが、今今は、さっきも言っていたバッテリーのもちだったりとか。ただ、先生がお

っしゃるように、給電の問題とかが、間に光が入っていると行かないので、それはどう

するかという話なんかは、72時間以上たった場合の別の問題として出てくるのは出てく

ると思いますけれども、音声通話に関して今考えられる特に緊急時のことに関して言え

ば、両方やっぱりないとまずいのではないかなという趣旨だというふうに思っていただ

けたらと思います。 

○山内主査  よろしいですか。 

○関口専門委員  ありがとうございます。直近で公衆電話の台数そのものは、実は４分

の１でいいというふうに縮小した上で、災害時用の公衆電話を整備するということで非

常時に備えるという対応をしているわけですけれども、方向性としては、そういうこと

の今後とも維持が必要だというふうにお考えですか。 

○日本インターネットプロバイダー協会（立石副会長）  はい。それでいいのでは。ち

ょっと私のイメージの、ある離島のところで、もう人が10年ぐらい住めなくなったとこ

ろがあるんですけど、そこはもう電話回線がなくなっているんです。そういうところに

まで、もしもし電話を引けというのは相当酷だろうなというところがあるので、そこは

ちょっと地形なり、周りの環境によって変わってくるのかなと思います。そういう意味

で、時間を置いてという話なんですが。 

○関口専門委員  分かりました。でも、そこって、そういった対象を想定してワイヤレ

ス固定電話を導入したので、まさにフィットしていると思います。 

 以上です。 

○山内主査  よろしゅうございますか。ほかはいかがですか。大体時間ではあるんです

けれども、よろしゅうございますか。 

 それでは、ほぼ時間ということでございますので、これで議論は終了とさせていただ

きます。いつもどおりですけど、追加の御質問がある方は、文書で事務局までお送りい

ただくということ、それから、それについては、後日、各団体から御回答いただくとい

うことであります。 

 

（３）その他 
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○山内主査  それでは、今後のスケジュールについて事務局からお願いいたします。 

○柳迫事業政策課調査官  資料７－５を御覧ください。次回、第８回の委員会につきま

しては10月25日に、事業者、関係団体からの発表を予定しております。よろしくお願い

します。 

○山内主査  ありがとうございました。それでは、プレスの方がいらっしゃるというこ

とですので、プレスの方に御入室いただきたいと思います。 

（報道関係者入室） 

○山内主査  それでは、最後になりますが、渡辺副大臣から御挨拶をいただきたいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。オンラインで御参加の方は、カメラをオン

にしていただくようにお願いいたします。 

 それでは、副大臣、よろしくお願いいたします。 

○渡辺総務副大臣  本日も、山内主査をはじめ、委員の皆様、大変忙しい中、この委員

会に出席いただき、いろいろと御意見を頂戴したこと、また、今日は参加として、日本

インターネットプロバイダー協会の久保会長や、テレコムサービス協会の島上副会長、

そして、全国消費者団体連絡会の郷野事務局長におかれまして、御発表いただいたと聞

いております。 

 テレコムサービス協会からは、競争ルールの在り方について、日本インターネットプ

ロバイダー協会からは、ＮＴＴ法の見直しに伴うＩＳＰ事業への影響について、それぞ

れ事業者団体の立場から御意見をいただいたと伺っております。また、全国消費者団体

連絡会からは、消費者目線でのユニバーサルサービスにおけるＮＴＴの公的な役割への

期待について御意見をいただいたと報告を受けておりますけれども、本当にすばらしい

発表、またそれに対して委員の皆さんの高い視点からの御質問等々、意見交換、総務省

としては大変参考になりました。 

 来年の取りまとめまで時間があるようでございませんので、ぜひ、今日聞いた話もし

っかりと参考にさせていただきながら、取りまとめに向けて頑張りたいと思っておりま

すので、今後ともどうか、いろいろと大所高所に立った御意見等々いただけることを心

からお願い申し上げ、今日御参加いただいた皆さんに改めて御礼を申し上げて、閉会に

当たっての挨拶にさせていただきます。今日は本当に皆さん、どうもありがとうござい

ました。 

○山内主査  渡辺副大臣、ありがとうございました。 
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閉  会 

 

○山内主査  それでは、以上をもちまして、通信政策特別委員会第７回の会合を閉会と

させていただきます。どうもありがとうございました。 


